
若年性認知症の人と家族の
ピア・サポート交流会（Sakuraカフェ）
　若年性認知症は、65歳未満で
発症する認知症です。Sakuraカ
フェは、仙南地域にお住まいの
若年性認知症のご本人やご家族
がつどい、お互いの悩み・経験・
思いなどなんでも話せる集いの
場です。同じ思いの仲間がいま
す。お気軽にご参加ください。
●日時　�11月21日（金）�

14：00～15：30
●場所　�川崎町健康福祉センター

２階会議室
●持ち物　飲料水
●申込期限・方法　11月18日
（火）までにお電話で申し込みく
ださい。
㉄地域包括支援センター
　☎22-1466

司法書士
相続・法律無料相談会

　相続登記の手続き、相続放棄、
遺言書の作成、借金などに関す
る無料相談会を実施します。
●日時　�11月５日（水）・12月

３日（水）�
9：00～12：00

●場所　�市役所3階　�
第3会議室

●予約受付　平日9：00～�
17：00（祝日を除く）
※�相談会は予約
優先です。
㉄�宮城県司法�
書士会
　☎022-263-6755

国民年金保険料の控除
証明書をお送りします

　国民年金保険料は、所得税お
よび住民税の申告において全額
が社会保険料控除の対象とな
り、控除の適用を受けるために
は納付したことを証明する書類
の添付が必要です。
　11月上旬に、日本年金機構
から「社会保険料（国民年金保
険料）控除証明書」を郵送しま
すので、年末調整や確定申告の
際にお使いください。
　また、10月1日から12月31
日までの間に今年初めて国民年
金保険料を納めた
方については、令
和８年２月上旬に
証明書を郵送する
予定です。
㉄�ねんきん加入者ダイヤル
　☎0570-003-004（ナビダイヤル）
　�050から始まる電話の場合は
☎03-6630-2525

全国一斉生活保護
ホットライン

　生活保護の利用に困難を抱え
ている方からの電話相談に、弁
護士が対応します。
●日時　�11月26日（水）�

10：00～20：00
●電話番号　0120-158-794
（フリーダイヤル）
●主催　日本弁護士連合会・仙
台弁護士会
㉄�日本弁護士連合会人権部第一課
☎03-3580-9500

日本年金機構
ホームページ

中小事業者向け
事業承継相談会

　後継者不在や事業の引き継ぎ
方に悩まれている中小事業者の
皆さんへ、国の支援機関に相談
してみませんか？　事業継続に
向けたサポートを無料で受ける
ことができます。
●日時　12月2日（火）・8日（月）・
令和８年１月26日（月）
① 9：30～10：30
②10：50～11：50
③13：00～14：00
④14：20～15：20
※各時間1事業者のみ
●場所　市役所４階大会議室
●対象者　中小事業経営者また
は後継者（候補者）
●相談員　宮城県事業承継・引継
ぎ支援センター　コーディネーター
●申込方法　二次元コードまたは
電子メールでお申し込みください。
●申込期限　11月21日（金）
㉄商工観光課　☎22-1321
�shoukan@city.shiroishi.miyagi.jp

申し込み
フォーム

シルバー人材センター
入会説明会

●日時　�11月19日（水）�
13：30～

●場所　白石市シルバー人材センター
●対象　市内に居住する60歳
以上の健康で働く意欲がある方
で、シルバー人材センターの趣
旨に賛同する方
※�予約不要です。お気軽にご相
談ください。
㉄白石市シルバー人材センター
　☎22-1680

悩みや不安を抱える
女性の皆さんへ

　宮城県では、悩みや不安を抱
える女性が気兼ねなく相談でき
る窓口を開設しています。
●相談期間　令和8年2月28日
（土）まで
●相談時間　�10：00～17：00�

（火・木・土）
●相談電話　080-3199-4481
●対面相談の場所　特定非営利
活動法人仙台傾聴
の会（名取市大手
町５丁目６‒１　
名取市市民活動支
援センター内）
㉄�特定非営利活動法人仙台傾聴
の会　☎022-343-9705

仙台傾聴の会�
ホームページ

無料なんでも相談会

【白石会場】
●日時　�11月13日（木）�

18：00～19：00
●場所　中央公民館図書室
●内容　税金・社保・記帳・労働保険
【柴田会場】
●日時　11月19日（水）・12月
11日（木）　18：00～20：00
●場所　仙南民主商工会２階
㉄仙南民主商工会　
　☎0224-55-3267

大平第２区自治会が　　
「令和７年度自治宝くじコミュニティ助成事業」に採択

� ㉄まちづくり推進課　☎22-1327

　宝くじの受託事業収入を財源
とした一般財団法人自治総合セ
ンターの「令和７年度自治宝く
じコミュニティ助成事業」に本
市の「大平第２区自治会」が採
択されました。
■大平第２区自治会
●活動紹介　大平第２区自治会
では、春は花見、夏はバーベ
キュー、秋は芋煮会、冬は新年
会を開き、屋外では、年３回の
花植栽、環境保全協議会の草刈
作業など、多彩な催しを行って
います。毎回多くの地区民が参

加し豊かなコミュニティを形成
しており、その中心が東屋を
持った地区集会所です。ここで
活発な交流が図られています。
●助成額　250万円
●助成内容　エアコン、カーテ
ン、テレビ、冷蔵庫など

▲整備したエアコンの効いた部屋で会議

　10月６日、市役所で公益社
団法人全日本不動産協会宮城県
支部の皆さんと山田市長が意見
交換を行いました。
　この日は、同協会の小
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が市長を訪問。
　宮城県内の不動産情勢や市内
の空き家の現状と対策、空き家
バンクの活用などについて活発

な議論が行われました。
　山田市長は「実りある話し合
いができました。関係機関の皆
さんと連携して、今後も空き家
対策に取り組んでいきます」と
感想を述べました。
　本市では、市内空き家の現状
を把握するため、今後件数調査
および所有者への意向調査を行
う予定です。

「自治宝くじ」を活用して地域づくりを推進公益社団法人全日本不動産協会宮城県支部の
皆さんと意見交換を行いました

「しろいし安心メール」登録方法
「@sg-p.jp」ドメインからのメールを
受信できるように設定してください。

【PC・スマート
フォン用】

【フィーチャー
フォン用】

宮城県最低賃金の改正について

　宮城県内の事業場で働くすべ
ての労働者（臨時、パート、ア
ルバイトなどを含む）に適用さ
れる宮城県最低賃金は、次のと
おり改正されました。

時間額 効力発生日

1,038円 10月４日

　次に掲げる賃金は、最低賃金
の計算に含まれません。
（精皆勤手当、通勤手当、家族
手当、賞与など）
（時間外・休日・
深夜手当）
㉄�宮城労働局賃金室　
☎022-299-8841

賃金引き上げ
支援策

しろいし子育て応援隊
Instagram

　本市での子育てがもっと楽しくなる情報
を発信します。ぜひ「フォロー」「いいね！」
をお願いします！

▲意見交換の様子。有意義な話し合いとなりました ▲全日本不動産協会宮城県支部の皆さんと記念撮影
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